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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この医学科学生心得は、防衛医科大学校（以下「大学校」という。）の医学科

学生（以下「学生」という。）の服務及び学生生活に必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この医学科学生心得において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (１) 大隊指導官－大隊の学生を指導する学生部の訓練教官をいう。 

 (２) 大隊付指導官－大隊指導官を補佐するとともに、大隊の学生を指導する学生部

の訓練教官をいう。 

 (３) 中隊指導官－中隊の学生を指導する学生部の訓練教官をいう。 

 (４) 学生長等－学生隊学生長、大隊学生長、大隊副学生長、大隊幕僚、大隊学生長

付、大隊幕僚付、中隊学生長、中隊副学生長、中隊学生長付、小隊学生長、小隊副

学生長及び小隊学生長付をいう。 

 (５) 学生隊等－医学科学生隊、大隊、中隊及び小隊をいう。 

 (６) 教務班等－教務班及び訓練班をいう。 

 (７) 学友会等－学友会及び期生会をいう。 

 (８) 休日等－土、日、祝日、代休日及び休暇をいう。 

 （学生生活の心構え） 

第３条 学生は、将来医師である幹部自衛官（以下「医官」という。）として国防に任

ずる重大な使命を自覚し、常に学生としての誇りを持ち、その本分とする学業に励み、

規律ある団体生活を送るよう心がけるとともに、良き伝統の育成に努めるものとする。 

２ 上級生は積極的に下級生を善導するものとし、率先垂範に努めるとともに、その指

導に当たっては、人格を尊重し、親愛の情をもって行うものとする。 



３ 下級生は、上級生の指導に対しては、常に謙虚な態度をもってこれに従うものとす

る。 

４ 同期生は、温かい友情と堅い信頼をもって結ばれ、相携えて学生としての修養と向

上に努めるものとする。 

５ 学生は、勤務学生（第２章の勤務学生をいう。）の勤務上の指示・指導に従わなけ

ればならない。 

６ 学生は、学生隊等の運営及び学友会等の諸活動に積極的に参加するものとする。 

   第２章 勤務学生 

 （勤務学生制度の目的） 

第４条 勤務学生制度は、規律ある団体生活を通じて、医官として部隊を指揮し、諸業

務を処理するための基礎能力を実地に体験し、修得させることを目的とする。 

 （勤務学生） 

第５条 勤務学生の名称、服務する学年、服務人員、服務期間及び指名者は、次の表に

掲げるとおりとする。 

勤務学生の名称等 

部隊等名 名    称 服 務 学 生 服務人員 服務期間 指 名 者 

医

学

科

学

生

隊 

長

 
期

 

勤

 

務

 

学

 

生 

学 生 隊 学 生 長 第 ６ 学 年 １ 

約６ヶ月 

学 校 長 

第
１
大
隊 

大 隊 

学 生 長 第 ４ 学 年 １ 

副 学 生 長 

(後期のみ)  
第 ３ 学 年 １ 

学生部長 

学 生 長 付 
第３・２・１学年 

（後期は３学年なし） 
各 １ 

幕 僚 
第 ４ 学 年 

（後期は第３学年） 
３ 

幕 僚 付 
第 ３ 学 年 

（後期は第２学年） 
３ 

中 隊 

学 生 長 第 ４ 学 年 ４ 

副 学 生 長 

(後期のみ) 
第 ３ 学 年 ４ 

学 生 長 付 
第３・２・１学年 

（後期は３学年なし） 
各 ４ 

小 隊 

学 生 長 第 ４ 学 年 ８ 

副 学 生 長 

(後期のみ)  
第 ３ 学 年 ８ 



第

２

大

隊 

大 隊 学 生 長 第 ６ 学 年 １ 学 校 長 

中 隊 学 生 長 第６・５学年 各 １ 

学生部長 

小 隊 

学 生 長 第６・５学年 各 １ 

学 生 長 付 第６・５学年 各 １ 

短 

 

 

期 

 

 

勤 

 

 

務 

 

 

学 

 

 

生 

第

１

大

隊 

大 隊 

週 番 学 生 

第 ４ 学 年 

（後期の別示する時期 

以 降 第 ３ 学 年 ） 

１ 

１ 週 

大 隊 

指 導 官 
週 番 付 

学 生 

第 ３ 学 年 

（後期の別示する時期 

以 降 第 ２ 学 年 ） 

３ 

中 隊 

週 番 学 生 

第 ４ 学 年 

（後期の別示する時期 

以 降 第 ３ 学 年 ） 

４ 

各中隊指

導 官  
週 番 付 

学 生 

第３・２・１学年 

（後期の別示する時期 

以 降 ３ 年 な し ） 

各 ４ 

第

２

大

隊 

大 隊 

週 番 学 生 第 ６ 学 年 １ 
大 隊 

指 導 官 週 番 付 

学 生 
第 ５ 学 年 １ 

中 隊 週 番 学 生 第６・５学年 各（１） 
各 中 隊 

指 導 官 

そ

の

他 

教 務 班 教 務 班 長 各 学 年 ２ １ 週 
担当訓練

教 官 
訓 練 班 訓 練 班 長 各 学 年 １ 別 示 

国旗掲揚 

学 生 
学 校 本 部 

第 ２ 学 年 １ 
１ 週 

主任訓練

教 官 第 １ 学 年 ２ 

備考：１ 各週番学生及び同付学生と教務班長等の兼務は努めてさけるものとする。 

   ２ 服務人員欄の( )内の数字は兼務配置の学生数を示す。   

 

２ 服務期間の始終期、教育訓練等により服務期間の変更を必要とするときは、長期勤

務学生については学生部長が、短期勤務学生及びその他の勤務学生は主任訓練教官が

その都度定めるものとする。 

 （学生長及び副学生長の任務） 

第６条 各学生長は、学生の規律ある団体生活の中核として、当該学生隊等の規律の維

持、士気の高揚及び融和団結を図り、名誉の維持向上に努めるものとする。また、服

務事故等の発生に際しては、当該学生隊等の代表として指導官等と協力して再発防止



に努めるものとする。 

２ 各学生長は、それぞれ当該学生隊等を運営するとともに次の各号に掲げる業務を行

う。 

 (１) 学生隊学生長 

    学生隊学生長は、主任訓練教官の指導監督の下、次に掲げる業務を行う｡ 

ア 儀式、その他指示された場合に学生隊を指揮すること。 

イ 学生隊に対する規律の維持に関すること。 

ウ 学生隊に関わる服務事故等に関すること。 

エ 大隊学生長に勤務上の所要の指示を与えること。 

オ 学生隊と学友会等との調整に関すること。 

カ 学生隊が計画する行事に関すること。 

キ 居室割りの作成に関すること。 

ク その他主任訓練教官の指示する事項に関すること。 

 (２) 大隊学生長 

    大隊学生長は、大隊指導官の指導監督の下、学生隊学生長の指示を受け、次に

掲げる業務を行う。 

ア 儀式、その他指示された場合に所属大隊を指揮すること。 

イ 大隊に対する規律の維持に関すること。 

ウ 大隊に関わる服務事故等に関すること。 

エ 中隊学生長に勤務上の所要の指示を与えること。 

オ 大隊と学友会等との調整に関すること。 

カ 大隊週番への指示に関すること。 

キ 大隊が計画する行事に関すること。 

ク 居室割りの作成に関すること。 

ケ その他大隊指導官及び学生隊学生長の指示する事項に関すること。 

 (３) 大隊副学生長  

大隊副学生長は、大隊学生長の学生隊運営を補佐するとともに、大隊学生長 

が実習等により学生隊における業務が困難な場合には、その業務を代行する。 

  (４) 中隊学生長 

    中隊学生長は、中隊指導官の指導監督の下、大隊学生長の指示を受け、次に掲

げる業務を行う。 

ア 儀式、その他指示された場合に所属中隊を指揮すること。 

イ 中隊に対する規律の維持に関すること。 

ウ 中隊に関わる服務事故等に関すること。 

エ 小隊学生長に勤務上の所要の指示を与えること。 

オ 中隊週番への指示に関すること。 

カ 中隊が計画する行事に関すること。  



キ その他中隊指導官及び大隊学生長の指示する事項に関すること。 

 (５) 中隊副学生長  

   中隊副学生長は、中隊学生長の学生隊運営を補佐するとともに、中隊学生長が

実習等により学生隊における業務が困難な場合には、その業務を代行する。 

 (６) 小隊学生長 

    小隊学生長は、中隊指導官の指導監督の下、中隊学生長の指示を受け、次に掲

げる業務を行う。 

ア 儀式、その他指示された場合に所属小隊を指揮すること。  

イ 小隊に対する規律の維持に関すること。 

ウ 小隊に関わる服務事故等に関すること。 

エ 小隊が計画する行事に関すること。 

オ その他中隊指導官及び中隊学生長の指示する事項に関すること。 

 (７) 小隊副学生長 

小隊副学生長は、小隊学生長の学生隊運営を補佐するとともに、小隊学生長が 

実習等により学生隊における業務が困難な場合には、その業務を代行する。 

（第１大隊幕僚の任務） 

第７条 第１大隊幕僚に第１係、第２係及び第３係を置き、大隊指導官の指導監督の下、

第１大隊の運営に関し第１大隊学生長を補佐し、次の各号に掲げる業務を行うとと

もに、他の学生の模範となるように努めるものとする。 

(１) 第１係 

ア 規律に関すること。 

イ レクリエーションに関すること。 

ウ 健康管理に関すること。 

エ 学友会学生委員会及び期生会との連絡・調整に関すること。 

オ その他第１大隊学生長の指示する事項に関すること。 

 (２) 第２係 

ア 観閲式訓練に関すること。 

イ 日常の集会及び行進の訓練に関すること。 

ウ 週番学生及び国旗掲揚学生の勤務割りの作成に関すること。 

エ その他第１大隊学生長の指示する事項に関すること。 

(３）第３係  

ア 被服及び備品に関すること。 

イ 給食に関すること。 

ウ 学生舎内外の環境整備に関すること。 

エ その他第１大隊学生長の指示する事項に関すること。 

  （第１大隊学生長付学生の任務） 

第８条 第１大隊学生長付学生は、第１大隊学生長の大隊運営を補佐するとともに、当



該所属学年の団結の中心となるように努め、所属大隊の同学年の責任者として同期生

に関する諸業務のとりまとめを行う。 

（第１大隊幕僚付学生の任務） 

第９条 第１大隊幕僚付に第１係付、第２係付及び第３係付を置き、第１大隊幕僚の業

務を補佐するとともに、他の学生の模範となるように努めるものとする。 

（中隊学生長付学生の任務） 

第１０条 中隊学生長付学生は、中隊学生長の業務を補佐するとともに、当該所属学年

の団結の中心となるように努め、所属中隊の同学年の責任者として同期生に関する諸

業務のとりまとめを行う。 

（小隊学生長付学生の任務） 

第１１条 小隊学生長付学生は、小隊学生長の指示を受け、次に掲げる業務を行う。 

 (１) 小隊学生長の行う業務の補佐 

 (２) 小隊学生長付間の相互調整 

 (３) その他中隊指導官及び小隊学生長の指示する事項に関すること。 

（週番学生の任務） 

第１２条 週番学生は、日課及び週課を遂行するとともに、学生隊の規律の維持及び士

気の高揚並びに防火及び防犯に当たる。 

（１）大隊週番学生 

大隊週番学生は、大隊指導官（課業時間外は学生隊当直幹部）の指導監督の 

下、大隊学生長の指示を受け、次に掲げる業務を行う。 

ア 朝礼及び課業整列等における所属大隊の指揮に関すること。  

イ 命令等の受領及び伝達並びにその実行の監督に関すること。 

ウ 学生の服務態度の指導に関すること。 

エ 中隊週番学生又は大隊週番学生自らが実施する日朝、日夕及び臨時点呼の人

員調査の実施、並びに学生隊当直幹部への報告に関すること。 

オ 休暇又は外出前の外出人員調査の実施にかかわる担当指導官又は学生隊当直 

幹部の補佐に関すること。 

カ 課業時間外における非常の場合又は学生に事故が発生した場合の速やかな学

生隊当直幹部への報告及びその指示事項の実施に関すること。 

キ 諸作業に必要な人員の配分及び必要に応じた作業の指導監督に関すること。 

ク 使用施設の巡察及び整理整頓に関すること。 

ケ 文書の接受及び備え付け書類の整理保管に関すること。 

コ 郵便・宅配便の受付けに関すること。 

サ 週番室での電話対応に関すること。 

シ 浴場の施錠・開錠に関すること。 

ス 大隊週番付学生の業務の指導監督に関すること。 

セ 中隊週番への指示に関すること。 



ソ その他主任訓練教官及び学生隊当直幹部の指示する事項に関すること。 

(２) 中隊週番学生 

中隊週番学生は、中隊指導官の指導監督の下、中隊学生長及び大隊週番学生の指

示を受け、次に掲げる業務を行う。 

ア 朝礼等における所属中隊の指揮に関すること。 

イ 命令等の受領及び伝達並びにその実行の監督に関すること。 

ウ 学生の服務態度の指導に関すること。 

エ  日朝、日夕及び臨時点呼の人員把握及び大隊週番学生への報告に関すること。 

オ 休暇又は外出前の外出人員調査の実施にかかわる中隊指導官又は学生隊当直 

幹部の補佐に関すること。 

カ 課業時間外における非常の場合又は学生に事故が発生した場合の速やかな大 

隊週番学生又は学生隊当直幹部への報告とその指示事項の実施に関すること。 

キ 諸作業に必要な人員の配分及び必要に応じた作業の指導監督に関すること。 

ク 使用施設の巡察及び整理整頓に関すること。 

ケ 点呼後のベッドチェックに関すること。 

コ 冷蔵庫の管理責任者業務に関すること。 

サ 中隊週番付学生の業務の指導監督に関すること。 

シ その他中隊指導官及び大隊週番学生の指示する事項に関すること。 

(３) 第１大隊週番付学生 

第１大隊週番付学生に第１係、第２係及び第３係を置き、第１大隊週番学生の業 

務を補佐し、大隊に関わる次に掲げる業務を行うものとする。 

ア 第１係 

   (ア) 人員現況表の整理に関すること。 

(イ) 諸作業に必要な人員の中隊配分及び必要に応じた作業の指導監督に関する 

こと。 

(ウ) 防火及び防犯に関すること。 

(エ) 普通及び特別外出簿並びに外出許可証の返納に関すること。 

(オ) ベッドチェックの取りまとめに関すること。 

(カ) その他大隊週番学生の指示する事項に関すること。 

イ 第２係 

(ア) 第１大隊週番室備え付け物品及び文書の整理整頓並びに保管に関すること。 

(イ) 郵便・宅配便の受領・集積に関すること。 

(ウ) その他第１大隊週番学生の指示する事項に関すること。 

ウ 第３係 

(ア) 調査、報告及び連絡等の庶務的事項に関すること。 

(イ) 供用施設の整理整頓及び清掃に関すること。 

(ウ) 週番室での電話対応に関すること。 



(エ) その他第１大隊週番学生の指示する事項に関すること。 

(４) 第２大隊週番付学生 

第２大隊週番学生の業務を補佐し、大隊に関わる次に掲げる業務を行うものとす 

る。 

ア 人員現況表の整理に関すること。 

イ 普通及び特別外出簿並びに外出許可証の返納に関すること。 

ウ 調査、報告及び連絡等の庶務的事項に関すること。 

エ 防火及び防犯に関すること。 

オ その他第２大隊週番学生の指示する事項に関すること。 

(５) 中隊週番付学生 

中隊週番付学生は､中隊週番学生の業務を補佐し、中隊及び小隊に関わる次に掲

げる業務を行うものとする。 

ア 人員現況の集計及び報告に関すること。 

イ 諸作業に必要な人員の配分及び必要に応じ作業の指導監督に関すること。 

ウ 各種掲示物等の掲示等に関すること。 

エ 調査、集会及び報告事項に関すること。 

オ その他中隊週番学生の指示する事項に関すること。 

(６) 週番学生等の勤務時間及び定位 

週番学生等の勤務時間は、通常日課表の勤務時間以外とし、その定位は次表のと 

おりとする。 

部 隊 名 週 番 の 区 分 定   位 

第１大隊 

 大 隊 週 番 学 生 大隊週番学生及び大隊週番付学生

は、原則として大隊週番室に位置

するものとする。なお、大隊週番学

生が週番室を離れる場合にはその

旨を学生隊当直幹部又は副当直に

行先を報告する。 

消灯後は、大隊週番

学生及び大隊週番

付学生の内１名が

週番室で就寝する

ものとする。 

 大隊週番付学生 

 中 隊 週 番 学 生 

 中隊週番付学生 

第２大隊  全 週 番 学 生 自   室 

 （教務班長等の任務） 

第１３条 教務班長及び訓練班長は、確実な人員掌握を行う等、教官の授業進行に対し、

教務班等における積極的かつ主導的な役割を果たすのもとし、次の各号に掲げる業務

を実施するものとする。 

(１) 教務班及び訓練班として行動する場合の班の掌握及び指揮に関すること。 

 (２) 課業整列時における班員の人員現況の大隊週番学生への報告に関すること。 

 (３) 授業開始時における班の総員、事故者数、現在員並びに事故者の個名及び事故

内容の担当教官への報告に関すること。 

 (４) 教務及び訓練に関する命令等の受領及び伝達に関すること。（教務班の合班の



場合は、１班長が実施する。） 

 (５) 教場の整理整頓及び施錠に関すること。 

 (６) 教務及び訓練の出欠並びに教務の欠課届の教務部教務課教務係（以下「教務係」

という。）への提出又は訓練の欠課届の訓練担当教官への提出に関すること。 

 (７) 教務、選択科目及び臨床実習（ＢＳＬ）の出欠簿の教務課への提出に関するこ

と。 

 (８) その他教官及び訓練教官等の指示された事項に関すること。 

 （国旗掲揚学生の任務） 

第１４条 国旗掲揚学生は、主任訓練教官の指導監督の下、第１大隊学生長の指示を受

け、日課表に定める時刻に国旗の掲揚及び降下を行うものとする。 

（勤務学生の交代要領） 

第１５条 勤務学生が交代するときは、それぞれ当該指名者に報告するものとする。 

２ 長期勤務学生は、当該指名者の定めるところにより交代するものとする。 

３ 週番学生及び週番付学生は、金曜日の0740に交代（申告）し、大隊週番学生は各大

隊指導官、中隊週番学生は各中隊指導官の指導を受けるものとする。 

４ 教務班長は、各学年担当訓練教官に申告し、月曜日の0740に交代するものとする。 

５ 訓練班長は、担当訓練教官が示すところにより交代するものとする。 

６ 国旗掲揚学生は、金曜日の国旗降下をもって交代する。 

 （識別章等） 

第１６条 学生長等は、別表第１に定める識別章を表示するものとする。 

２ 週番学生、週番付学生及び教務班長は、それぞれ別表第１に定める勤務腕章を左上

腕中央に着用するものとする。 

 （勤務記録） 

第１７条 各週番学生は、学生部長の定める勤務記録簿に必要事項を記載し、交代時当

該指導官の点検を受けるものとする。 

第３章 申請及び報告 

 （許可申請及び報告の手続） 

第１８条 学生は、申請又は報告する場合は、中隊指導官を通じて行うものとする。 

 （事故報告） 

第１９条 学生は、事故が発生した場合は、中隊指導官（勤務時間外にあっては、学生

隊当直幹部）に速やかに報告し、指示又は指導を受けるものとする。 

 （報告等の様式） 

第２０条 学生が申請又は報告を行う場合において、様式等の定めがないものについて

は、別記様式第１によるものとする。 

   第４章 起居容儀 

 （学生の居住場所） 

第２１条 学生は、学生舎に居住するものとする。 



 （日課表） 

第２２条 学生の日課は、日課表（別表第２・別表第３）によるものとする。 

２ 教育訓練等により日課の変更を必要とするときは、その都度学生部長が定めるもの

とする。 

３ 授業等が計画されていない課業時間には、学生部長の定めるところにより、校内に

おいて教養を高め、あるいは体力を向上させるための活動等を行うものとする。 

 （点呼） 

第２３条 点呼の種類は、次のとおりとする。 

 (１) 日朝点呼 

 (２) 日夕点呼 

（３）帰校点呼 

 (４) 臨時点呼 

２ 日朝点呼及び日夕点呼は日課表に定める時刻に、帰校点呼は休暇終了後所定の時刻

に、臨時点呼は主任訓練教官（勤務時間外にあっては学生隊当直幹部）が必要と認め

るときにそれぞれ行う。 

（点呼の実施要領） 

第２４条 学生は、週番学生を通じ学生隊当直幹部の点呼を受けるものとする。ただし、

特別の理由により点呼を受けることができないときは、中隊指導官（勤務時間外にあ

っては、学生隊当直幹部）の許可を受けるものとする。 

２ 日朝点呼は学生舎外において、日夕点呼及び荒天の場合の日朝点呼は学生舎内廊下

において整列して行うものとする。ただし、次の各号に掲げるときは、学生部長の定

めるところによる。 

 (１) 休養日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日をいう。以下同じ｡）の日朝点呼及び日夕点呼並びに休養日前日及び休日前日

の日夕点呼 

 (２) 第２大隊の平日の点呼 

３ 帰校点呼及び臨時点呼は、その都度示す。 

 （朝礼） 

第２５条 学生は、朝礼において主任訓練教官、大隊指導官及び中隊指導官の点検又は

所要の指導を受けるものとする。 

 （ジャンパーの着用） 

第２６条 学生は、冬期及び学生部長が許可した場合、校内に限りジャンパーを校内服

装、作業服装及び体育服装の上に重ねて着用することができる。 

２ ジャンパーの着用要領は、別表第４に定めるところによる。 

 （環境の整理） 

第２７条 学生は、衛生状態を良好にし、清新な気分をもって生活することができるよ

う環境を整理し、清潔整頓の維持に努めるものとする。 



２ 学生舎内の整頓基準については、主任訓練教官の定めるところによる。 

 （賭博行為の禁止） 

第２８条 学生は、校内において賭博行為をしてはならない。また、麻雀、花札等を所

持し、使用してはならない。 

 （飲酒の制限） 

第２９条 学生は、第２項に定める場合を除き、校内において飲酒してはならない。た

だし、学生部長の定めるところにより特に許可された場合はこの限りでない。 

２ 防衛医科大学校長（以下「学校長」という。）が行う儀礼的渉外業務に参加する場

合並びに金曜日及び休前日の課業終了後から営業終了までの間、学生センター内の喫

茶及び食堂においては、飲酒を許可する。 

（物品の取扱い） 

第３０条 学生は、貸与された物品を許可なく改造又は変形してはならない。 

２ 物品を亡失又は損傷したときは、速やかに中隊指導官に報告して指導を受けるもの

とする。 

（私物品の制限） 

第３１条 学生が校内において所持する私物品は、質素を旨とし、必要最小限とするよ

う努めるものとする。 

２ 学生部長は、必要に応じ学生の私物品の所持に関し規制することができる。 

（私有車両の規制） 

第３２条 学生は、原動機付自転車、自動二輪車及び自動車（以下「車両」という。）

を校内において保有してはならない。 

２ 学生は、車両を校外において保有する場合は、学生部長の定めるところにより許可

を受けるものとする。 

 （部外における意見発表、印刷物の作成配布及び掲示等） 

第３３条 学生の部外に対する意見発表、印刷物の作成配布及び掲示等は、次の各号に

よるものとする。 

 (１) 部外の新聞雑誌等に論文記事を投稿し、テレビ・ラジオ・インターネット等を

通じて意見を発表し、又は講演等で意見発表を行う場合は、主任訓練教官に届け

出るものとする。ただし、大学校若しくは防衛省・自衛隊に関する内容を含んだ

ものについては、学校長の許可を受けなければならない。 

 (２) 広告、パンフレット、新聞、ホームページ及び雑誌等を作成し、配布又は掲示

するに当たっては、次表の区分による許可権者の許可を受けなければならない。 

許可権者 区          分 

学校長 
部外者から依頼されて、作成し、配布又は掲示するもの 

自ら作成し、その配布又は掲示が校外に及ぶもの 

学生部長 自ら作成し、その配布又は掲示が校内にのみ及ぶもの 

主任訓練教官 自ら作成し、その配布又は掲示が学生舎内にのみ及ぶもの 



（募金、署名及びアンケート等の活動） 

第３４条 学生は、募金、署名及びアンケート等の活動を行うに当たっては、次表の区

分による許可権者の許可を受けなければならない。 

許可権者 区          分 

学校長 
校外からの働きかけに応じて活動を行うとき 

自ら企画し、その活動が校外に及ぶとき 

学生部長 自ら企画し、その活動が校内にのみ及ぶとき 

主任訓練教官 自ら企画し、その活動が学生舎内にのみ及ぶとき 

（団体活動） 

第３５条 学生が、団体を組織し、又は大学校以外の団体に加入するときは、学校長の

承認を受けなければならない。 

２ 前項の団体を解散し、又は団体から脱退したときは、学校長に届け出るものとする。 

（面会） 

第３６条 学生の面会については、次のとおりとする。 

 (１) 面会時間 

   ア 平日は、１１４５から１２４５の間及び課業終了後から２０００まで 

   イ 休養日及び休日は、０８００から２０００まで 

 (２) 面会場所 

    管理棟２階自習室又はⅠ期１階フロアー 

２ 前項以外の時間に面会しようとするときは、中隊指導官（勤務時間外は、学生隊当

直幹部）の許可を受けるものとする。 

（教場の利用） 

第３７条 学生は、定期試験開始１週間前から試験終了までの間、教務課と調整し、教

室その他の教場を利用することができる。 

（部外研修及び学会等参加手続き） 

第３８条 学生が医学に関する知識を広めるために部外研修又は学会等に参加する際

は、次の各号に掲げる手続きによるものとする。この際、部外研修又は学会等参加の

申請基準は、厚生労働省の認定する研修指定病院若しくはこれに準ずる病院又は教務

部長が認める学会等とする。 

 (１) 部外研修及び学会等に参加する２週間前（海外渡航を伴う場合、３週間前）ま

でに部外研修・学会等参加申請書（別記様式第２）により医学教育部長の承認を

受ける。この際、授業等の欠課を伴う場合には、欠課届（別記様式第３）又は欠

課願（別記様式第４）を提出する。また、休日等以外に部外研修・学会等に参加

する際は、年次休暇又は代休を申請する。 

 (２) 承認された部外研修・学会等参加申請書（別記様式第２）、誓約書及び受託書

（別記様式第５）を学生課に提出する。 

 (３) 部外研修終了後及び学会等参加後の２週間後までに、部外研修・学会等参加成



果報告書（別記様式第６）を学生課に提出する。  

  第５章 休暇及び外出 

（年次休暇） 

第３９条 学生の年次休暇（年間２０日）については、休暇申請書（別記様式第７）

により、学校長の承認を受けなければならない。 

 （休暇の申請） 

第４０条 学生は、病気で入院又は自宅療養等のため休暇を必要とするときは、休暇申

請書（別記様式第７）に医師の診断書を添えて学校長に提出し、承認を受けるものと

する。 

２ 学生が休暇を申請するときは、緊急の場合を除き、休暇の３日前までに休暇申請書

を学校長に提出し、承認を受けるものとする。 

（行動計画） 

第４１条 学生は、休暇を承認されたときは、学生部長が別に定める行動計画を作成し

主任訓練教官の承認を得るものとする。 

（休暇付与証） 

第４２条 学生に休暇を付与するときは、休暇付与証（別記様式第８）を交付する。 

（外出の種類） 

第４３条 学生の外出の種類は、次の各号のとおりとする． 

 (１) 普通外出は、休日等の前日の課業終了後から日夕点呼まで及び休日等の日朝点

呼後から日夕点呼までの外出をいう。 

 (２) 平日外出は、前号を除く平日における外出をいう。 

 (３) 特別外出は、休日等の前日の課業終了後から休日最終日の日夕点呼の間の外泊

を伴う外出をいう。 

（普通外出） 

第４４条 学生は、届出により、普通外出することができる。 

 （平日外出） 

第４５条 学生は、学生部長の定めるところにより平日外出をすることができる。 

（特別外出） 

第４６条 特別外出の許可を受けるときは、外出の２日前までに特別外出許可願（別記

様式第９）を主任訓練教官に提出して許可を受けるものとする。 

２ 第１学年の特別外出は、夏季定期訓練終了までの間は制限を設けるものとし、細部

については学生部長の定めるところによる。 

（外出時間の変更） 

第４７条 学生は、特別の理由により、所定の時刻以前に外出し又は所定の時刻以後に

帰校しようとするときは、事前に主任訓練教官の許可を受けるものとする。 

 （外出の制限） 

第４８条 学生のうち、次の各号に掲げる者は外出を許可しない。 

 (１) 休養以上の療養区分を受けた者及び療養区分が就業であっても医師が外出を不



適当と認めた者 

 (２) 大隊及び中隊週番学生並びに大隊及び中隊週番付学生 

 (３) 懲戒処分により停学中の者 

 (４) 補導上の必要性から主任訓練教官が外出を不適当と認めた者 

 （外出時の服装） 

第４９条 学生は、外出及び休暇時に私服を着用することができる。この際、私服着用

においては、華美な服装を避け、学生としての規範と品位を保つように努める。  

（貸与品の校外持出） 

第５０条 学生は、貸与された物品（着用被服及び雨衣を除く。）を校外に持ち出すと

きは、物品持出許可願（別記様式第１０）を中隊指導官に提出し、許可を受けるもの

とする。 

２ 中隊指導官は、学生に貸与品の校外持出しを許可するときは、物品持出許可証（別

記様式第１１）を交付する。 

 （帰校時刻に遅れるときの処置） 

第５１条 学生は、外出又は休暇中において、病気、交通機関の事故その他やむを得な

い理由により、帰校時刻に遅れると予測されるときは、学生隊当直幹部又は中隊指導

官にその旨を連絡して指示を受けるとともに、臨機の処置により帰校するものとする。 

 なお、帰校時間に遅れた場合は、帰校後速やかに遅延理由を示す証明書（医師の診

断書又は市町村長、警察署長若しくは駅長等の発行する事故証明書等）を学生隊当直

幹部又は中隊指導官に提出するものとする。 

（休暇又は外出時の携行書類） 

第５２条 学生は、外出又は休暇時においては、次の各号に掲げるものを携行するもの

とする。 

 (１) 身分証明書 

 (２) 外出証（休暇時を除く。） 

 (３) 休暇付与証（外出時を除く。） 

 (４) 自衛官診療証（外出時を除く。） 

 (５) 物品持出許可証（許可されたとき｡） 

２ 前項第２号、第３号及び第４号に掲げるものは、帰校後直ちに中隊指導官（勤務時

間外にあっては、学生隊当直幹部）に返納するものとする。 

（海外渡航） 

第５３条 学生が休暇等を利用して本邦以外の地域に渡航する時は、当該休暇開始の１

４日前までに海外渡航承認申請書（別記様式第１２）に親権者の同意書（別記様式第

１３、又は別記様式第１４）を添付して学校長に提出し、承認を受けなければならな

い。   

２ 前項の海外渡航申請に対する承認又は不承認は、海外渡航承認（不承認）書（別記

様式第１５）をもって回答する。 



 （防疫） 

第５４条 学生は、外出又は休暇中やむを得ず伝染病流行地に宿泊し、また同地を通行

したときは、帰校後学生舎に立ち入ることなく、中隊指導官（勤務時間外にあっては、

学生隊当直幹部）に報告し、指示を受けるものとする。 

   第６章 健康管理 

（受診手続） 

第５５条 学生は、診療を受けようとするときは、中隊指導官（勤務時間外にあっては、

学生隊当直幹部）にその旨を申し出て所定の手続を行うものとする。 

 （休暇中の診療） 

第５６条 学生は、休暇中に発病し、医療機関の診療を受けようとするときは、診療証

を保険医療機関に提示して診療を受けるとともに、速やかに中隊指導官（勤務時間外

にあっては、学生隊当直幹部）及び保健管理室長に報告しなければならない。 

２ 保険医療機関以外の医療機関を利用するときは、やむを得ない場合を除き、事前に

中隊指導官に報告しなければならない。 

 （就寝許可） 

第５７条 学生が療養区分によらないで就寝を必要とするときは、中隊指導官（勤務時

間外にあっては、学生隊当直幹部）の許可を受けるものとする。 

２ 就寝することを許された学生は、中隊指導官から就寝許可証（別記様式第１６）を

受領し、居室入り口に掲示するものとする。 

３ 就寝許可を終了する際は、中隊指導官に就寝許可の終了を必ず報告し、就寝許可証

を返納するものとする。   

 （健康診断） 

第５８条 学生は、健康診断、予防接種及び検査等が行われるときは、全員これを受け

なければならない。 

   第７章 安全管理 

 （安全管理） 

第５９条 学生は、常に安全管理に関する諸規定に従い、災害の防止に努めるものとす

る。 

   第８章 非常時の行動 

（非常時の行動） 

第６０条 学生は、天災地変、火災又はその他の非常時においては、主任訓練教官、大

隊、及び中隊指導官又は学生隊当直幹部の指揮を受けるものとする。 

２ 学生は、校外において、前項の事態が大学校において発生したことを知った場合は

直ちに帰校しなければならない。 

   第９章 雑則 

 （転校等の制限） 

第６１条 学生は、転校又は就業等のために受験若しくはこれに付随する行為等をして



はならない。 

 （危険を伴うと予想される活動） 

第６２条 学生が次の各号に掲げる活動を実施するときは、３日前までに学生部長に届

けるものとする。 

 (１) モトクロス、ラリー 

 (２) スカイダイビング（地上訓練を除く。） 

 (３) 航空機操縦 

(４) スキューバダイビング 

 (５) 登山(ロッククライミングを含む) 

(６) ヨット帆走 

 (７) ハンググライダー 

  (８) トライアスロン及びハーフマラソン以上のマラソン 

(９) 自転車競技 

(10) 前各号に掲げるもののほか、危険を伴うと予想される行動 

 

 （委任規定） 

第６３条 この医学科学生心得の実施に関し必要な事項は、学生部長の定めるところに

よる。 

 

   附 則 

 この通達は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通達は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  



別表第１（第１４条関係） 

 １ 学生長、学生長付、幕僚の識別章表示 

  (1) 学生隊学生長（桜４個） 

 

 

 

 

 

(２) 大隊学生長、大隊副学生長、大隊学生長付及び大隊幕僚（付）（桜３個） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 中隊学生長、中隊副学生長、中隊学生長付（桜２個） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 小隊学生長、小隊副学生長、小隊学生長付（桜１個） 

 

 

 

 

 

 

 

 桜の色 線の色 

学生隊学生長 金 紫 

 桜の色 線の色 

第２大隊学生長 金 紫 

第１大隊学生長 金 青 

第４学年大隊幕僚 
銀 

青 

第３学年大隊幕僚付 緑 

第３学年大隊副学生長 

金 

緑 

第３学年大隊学生長付 緑 

第２学年大隊学生長付 黄 

第１学年大隊学生長付 白 

 桜の色 線の色 

第６学年中隊学生長 

金 

紫 

第５学年中隊学生長 赤 

第４学年中隊学生長 青 

第３学年中隊副学生長 緑 

第３学年中隊学生長付 緑 

第２学年中隊学生長付 黄 

第１学年中隊学生長付 白 

 桜の色 線の色 

第６学年小隊学生長（付） 

金 

紫 

第５学年小隊学生長（付） 赤 

第４学年小隊学生長 青 

第３学年小隊副学生長 緑 



備考：１ 学生長（副）幕僚は中央白ラインあり、学生長付、幕僚付は中央白ラインなし。 

   ２ 名札（学年章）の５mm上部に識別章を装着する。 

 

２  週番学生、週番付学生、教務班長等の勤務腕章 

 

 

 

                                           10cm 

  

 

                    40cm 

 備考：１ 線の幅は、1.5ｃｍとする。 

       ２ 勤務腕章の地色等は､次表のとおりとする。 

 

区    分 腕章の地色 線の色及び数 

週番 

大隊週番 

えび茶色 

白色    ３本 

大隊週番付 黄色    ３本 

中隊週番 白色    ２本 

中隊週番付（３年） 黄色    ２本 

中隊週番付（２年） 黄色    １本 

中隊週番付（１年） なし 

教務

班長 

６年 

緑色 

白線    ２本 

５年 白線    １本 

４年 白線    ３本 

３年 白線    ２本 

２年 白線    １本 

１年 なし 

 

  



別表第２（第２２条関係） 

 
日 課 表（ 第 １ 大 隊 ） 

曜日  

日課 

月 ～ 金 

（ ）内は金曜日 
土・日 

起     床 ０６３０ ０７００ 

日 朝 点 呼 ０６３５ ０７０５ 

朝    食 ０６４０～０７３０ ０７３０～０８２０ 

清     掃 ０７３５～０７４５  

国 旗 掲 揚 ０８００ （祝日のみ０８３０） 

朝    礼 ０８００～０８１５  

勤
務
時
間 

課 業 整 列 ０８１５～０８３０  

午前課業開始 ０８３０  

午前課業終了 １１４５  

上 段：休 憩 

下 段：昼 食 

１１４５～１２４５ 

１１５０～１２４０ 

 

１２００～１２５０ 

勤
務
時
間 

課 業 整 列 １２４５～１３００  

午後課業開始 １３００  

午後課業終了 １７００  

国 旗 降 下 １７１５  

夕     食 １７３０～１８３０ １７００～１７５０ 

入     浴 
１７００～２０４０ 

（１７００～２２５０） 
１７００～２２５０ 

自     習 ２１００～２４００  

日 夕 点 呼 ２０５０（２３００） ２３００ 

消    灯 ２４００ ２４００ 

備考：１ 休日の日課は、土・日曜日に準ずる。 

   ２ 休日の前日の日課は金曜日に準ずる。 

   ３ 自習は、金曜日を除く。 

  



別表第３（第２２条関係） 

 
日 課 表（ 第 ２ 大 隊 ） 

曜日  

日課 

月 ～ 金 

（ ）内は金曜日 
土・日 

起     床 ０６３０ ０７００ 

日 朝 点 呼 ０６３５ ０７０５ 

朝    食 ０６４０～０７３０ ０７３０～０８２０ 

清     掃 ０７３５～０７４５  

国 旗 掲 揚 ０８００ （祝日のみ０８３０） 

朝    礼 ０８００～０８１５  

勤
務
時
間 

課 業 整 列 ０８１５～０８３０  

午前課業開始 ０８３０  

午前課業終了 １１４５  

上 段：休 憩 

下 段：昼 食 

１１４５～１２４５ 

１１５０～１２４０ 

 

１２００～１２５０ 

勤
務
時
間 

課 業 整 列 １２４５～１３００  

午後課業開始 １３００  

午後課業終了 １７００  

国 旗 降 下 １７１５  

夕     食 １７３０～１８３０ １７００～１７５０ 

入     浴 
１７００～２０４０ 

（１７００～２２５０） 
１７００～２２５０ 

自     習 ２１００～２４００  

日 夕 点 呼 ２０５０（２３００） ２３００ 

消    灯 ２４００ ２４００ 

備考：１ 休日の日課は、土・日曜に準ずる。 

   ２ 朝礼又は昼礼の実施は、各中隊指導官が指示する。 

   ３ 入浴時間は、第１大隊及び第２大隊の日夕点呼の時間帯を除く。 

   ４ 自習は、各学年の計画による。 

  



別表第４（第２６条関係） 

ジャンパーの着用要領 

 

区   分 適      要 

ジャンパーの種類 

航空自衛官が制服等にかえて着用することが認

められているものと同形状で淡紺青色のものとす

る。 

氏 名 札 の 装 着 

１ 氏名札は、ジャンパーの左胸中央部に装着す

る。 

２ 細部装着要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着 用 の 制 限 

ジャンパーの着用は、屋外及び学生舎内とする。

ただし、教場及び食堂において特に許可された場合

には着用することができる。 

 

  

10cm 

10cm 



別記様式第１（第２０条関係） 

学校長 

副校長 
総務 

部長 

学生 

部長 

総務 

課長 企画・管理 教育 診療 
学生・防衛

医学研究 

        

学生課長 補導係長 主任訓練教官 大隊指導官 中隊指導官 

     

 

 

 

                         願（届） 

 

                            年   月   日 

 

           殿 

 

          医学科 第  中隊  第  学年  氏名          

 

下記の事由により             願（届）出ます。 

 

事  由 

 

添付書類 

 

所  見 

 



別記様式第２（第３８条関係） 

医学教育部長 教務部長 教務課長 教務課課長補佐 学生部長 学生課長 

      

補導係長 主任訓練教官 大隊指導官 中隊指導官 関係教授 

     

部 外 研 修 ・ 学 会 等 参 加 申 請 書 

参 加 者 医学科 第  中隊 第  学年  氏名       

期   間   年  月  日 ～     年  月  日（  日間） 

部外研修名 

又は 

参加学会名 

 

主要研修内容 

又は 

参加の概要 

 

部
外
研
修
・
参
加
先 

施設等名  

施設等の長  

指導者  

住 所 〒 

電話番号  

紹介者  

宿

泊

等 

宿泊先名  

住 所 〒 

電 話  

給 食  

関係教授の意見 

（推薦者等） 

 

                氏名          

備   考 

 

 

 

 

 



別記様式第３（第３８条関係） 

欠  課  届 

医学科 第   学年   班      

学籍番号 

氏 名           

 

欠 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課 

年 月 日 年  月  日（  曜） 

理   由 

 

 

 

 

 

 

時   限 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

科   目 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

指  導  官 

承     認   
         

教務班長等の 

確     認   
         

担 当 教 官 

確     認   
         

教  務  課 

確     認   
         

 

 

 

 

 

 



別記様式第４（第３８条関係） 

 

欠  課  願 

 

 防衛医科大学校長  殿 

                    医学科 第  学年  班 

                    学籍番号 

                    氏  名          

 

１ 期 間 

  自  年  月  日  時限 

  至  年  月  日  時限 

 

２ やむを得ない事由 

 

 

３ 添付書類その他 

 

 

４ あらかじめ申請できなかった場合の特段の事情 

 

 

５ 中隊指導官 

 

  階級：       氏名            

 

 

学校長の承認又は不承認 

 □ 承 認 

 

 □ 不承認 

  



別記様式第５（第３８条関係） 

 

誓     約     書 

 

   年   月   日 

 

防衛医科大学校長 殿 

 

          医学科 第  中隊  第  学年  氏名        

 

私は、    年   月   日から平成  年    月   日までの間、 

                における自主研修にあたっては、下記の事項を 

厳守いたします。 

記 

 

１ 医師法にふれる医療行為は一切致しません。 

 

２ 報酬（物品を含む。）は一切受領致しません。 

 

 

 

                                          

 

 

受     託     書 

 

 貴大学校の医学生の研修の受入れについて了承致します。 

 

                          年   月   日 

 

                     施 設 名：         

                     研修責任者：         

 

  



別記様式第６（第３８条関係） 

医学教育部長 教務部長 教務課長 教務課課長補佐 学生部長 学生課長 

      

補導係長 主任訓練教官 大隊指導官 中隊指導官 関係教授 

     

部 外 研 修 ・ 学 会 等 参 加 成 果 報 告 書 

参 加 者 医学科 第  中隊 第  学年  氏名       

期   間   年  月  日～    年  月  日（  日間） 

部外研修名 

又は 

参加学会名 

 

主要研修内容 

又は 

参加の概要 

 

研修又は 

参加所見 
 

関係教授の所見 

(推薦者等) 

 

 

 

氏名        

  

 



別記様式第７（第３９条，第４０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 病気休暇の場合は、前回の病気休暇の復帰日から実勤務日数が２０日に達しているか否かの連続性

の有無を記入する。 

   連続性がある場合は、前回の病気休暇との合計日数を記入する。 

※２ 病気休暇の場合の理由欄の記載事項は、次の例示を基準とする。 

  (1) 私傷病（病名や症状等を含め具体的に記載）による療養のため 

  (2) 公務災害による療養のため 

  (3) 生理による頭痛、腹痛等のため（「生理に伴い就業が著しく困難であるため」でも可） 

  (4) 人事院規則 10-4に基づく勤務の軽減措置のため 等 

  （注：上記(2)～(4)は、期間の連続性無となる。） 

※３ 病気休暇の場合は、証明書類の有無も記入する。 

 

 

 

  

 
年次 

               
特別 
 

              病気  
                 

介護 

 

     年   月   日 

 

防衛医科大学校長 殿 

 

医学科 第   中隊 第   学年  氏名             

 

私は、下記のとおり休暇を申請します。 

記 

１ 期 間 

 自       年   月   日    時 

 至       年   月   日    時 

 （※１ 期間の連続性の有無等 □有  □無 （合計   日） 

２ 理由（※２） 

 

３ 休暇中の所在地 

 

４ 備考（※３） 

 

休 暇 申 請 書 



別記様式第８（第４２条関係） 

 

*○ ○ 休 暇 付 与 証 

 

                            年    月    

日 

 

防 衛 医 科 大 学 校 長 

 

医学科 第   中隊  第   学年   氏名 

 

 

上記の者に対し、下記のとおり休暇を付与する。 

 

記 

１ 期 間 

  自     年    月    日      時 

  至     年    月    日      時 

 

２ 休暇中の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ○○については、休暇の種別（年次、特別、病気、介護）により記載する。 



 

  

別
記
様
式
第
９
（
第
４
６
条
関
係
）
 

特
 別

 外
 出

 許
 可

 
願
 

中
隊
指
導
官

 

 

週
 
番

 

確
 
認
 

    

帰
校
時
間
 

    

大
隊
指
導
官

 

 

出
発
時
間
 

    

主
任
訓
練
教
官

 

 

許
可
証

 

番
 
号
 

    

合
 

議
 

用
 
 
件
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自

  
 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

医
学
科
第
 
 
 
中
隊
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
至

  
 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

外
泊
先
住
所
・
氏
名
（
関
係
）

 

電
話
番
号
（
携
帯
可
）
 

    

出
発
日
時

 

帰
校
日
時

 

      

      

印
 

    

氏
 

 
名
 

    

学
年
 

    



別記様式第１０（第５０条関係） 

 物 品 持 出 許 可 願 

中隊指導官 

 

医学科 第  中隊 第  学年  氏 名           

  下記物品の持出を許可されたく申請する。     

物 品 名 数 量 持出期間 備 考 

  ～  

  ～  

  ～  

  ～  

  ～  

   

  年  月  日 
 

別記様式第１１（第５０条関係） 

 

物 品 持 出 許 可 証 

  

医学科 第   中隊 第   学年 

氏 名           

   上記の者に対して下記の物品の持出を許可する。 

物 品 名 数 量 返納予定期日 

   

   

   

   

 

      年  月  日      中隊指導官         

 

  



別記様式第１２（第５３条関係） 

 

海 外 渡 航 承 認 申 請 書 

 

防衛医科大学校長 殿 

 

                             年   月   日 

 

                   （ふりがな） 

 医学科 第   中隊 第   学年      氏  名         

             生年月日   年   月   日（   歳） 

 

下記のとおり海外渡航したいので、承認されたく申請する。 

 

記 

ｌ  渡 航 先 

 

２ 旅行日程 

 

３ 渡航目的 

 

４ 招へい者 

 

５  旅費負担者 

 

６  同 行 者 

 

７ 今回の渡航と同一の国、地域へ過去６ヶ月以内(今回の渡航日から）渡航の有無 

  （有る場合は時期を付記） 

 

 

  



別記様式第１３（第５３条関係） 

 

  防衛医科大学校長 殿 

 

同   意   書 

（※２０歳以上の学生） 

 

                  医学科 第    中隊第    学年 

 

氏 名               

 

今般、標記の者が海外渡航する事に同意します。 

 

１ 渡航先 

 

２ 渡航目的 

 

３ 同行者 

 

   年     月    日 

住 所 

氏 名                    

                      （ 自  署 ） 

 

 ※ 年齢の基準日は署名欄の年月日とする。 

 

  



別記様式第１４（第５３条関係） 

 

防衛医科大学校長  殿 

 

同   意   書 

（※２０歳未満の学生） 

 

                     医学科 第    中隊第   学年 

 

氏 名              

 

  今般、標記の者が海外渡航する事に親権者として同意します。 

  なお、海外渡航中に生じた一切の事項については、御迷惑をおかけいたしません。 

 

１ 渡航先 

 

２ 渡航目的 

 

３ 同行者 

 

    年     月    日 

住 所 

                  氏 名                      

                      （ 自  署 ） 

 

 ※ 年齢の基準日は署名欄の年月日とする。 

 

  



別記様式第１５（第５３条関係） 

 

海外渡航承認（不承認）書 

 

防衛医科大学校学生 

 

  医学科 第   中隊 第   学年   氏名 

 

   年   月   日付で申請があった海外渡航については、 

 

    下記のとおり承認する。 

    承認しない。 

 

          年   月   日 

 

                  防衛医科大学校長       

 

記 

 

１ 渡 航 先 

 

２ 目   的 

 

３ 期   間       年   月   日から 

              年   月   日まで （   日間） 

 

 

  



別記様式第１６（第５７条関係） 

 

就寝許可証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就 

寝 

許 

可 

証 

Ｎｏ． 

16.5 cm 

6 cm 


